
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 令和５年５月２２日、福岡合同庁舎において第８０回国有財産九州地方審

議会が開催されました。 

 審議の結果、下記の諮問事項について、諮問のとおり処理することを適当

と認めるとの答申がありました。 

 

記 

 

【諮問事項】 

 

 福岡市南区に所在する普通財産を、福岡市に対し西花畑小学校用地

（運動場）として売払いすることについて 

 

所 在 地：福岡県福岡市南区桧原２丁目３４９番１３外５筆 

区分・数量：土 地 ・ ３，６４０．９９㎡ 

 

 

 

【本件についての照会先】 

福岡財務支局 管財部 管財総括第一課 

担当者：森山、竹本 

直通：092-411-5095 

第８０回国有財産九州地方審議会の開催結果について 


